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令和  年  月  日 

「指定介護予防通所サービス」みさくぼの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

重要事項説明書 

 

社会福祉法人 千寿会 

みさくぼの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

 

 

 

 

 

当事業所はご利用者に対して指定介護予防通所介護サービスを提供します。事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」と認定された方が対象と

なります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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１．事業者 

（１） 法人名        社会福祉法人 千寿会 

（２） 法人所在地     岐阜県瑞浪市西小田町３丁目２２１番地 

（３） 電話番号       ０５７２－６６－１０３０ 

（４） 代表者氏名     理事長  原 正昭 

（５） 設立年月       平成１０年１２月２５ 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（浜松市指定 第２２７７２０４７８６号） 
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日 

２．事業所の概要 

（１） 事業所の種類 

指定介護予防通所介護事業所・平成 29年 4月１日指定 浜松市 第 2277204786号 

※ 当事業所は特別養護老人ホームみさくぼの里に併設されています。 

 

（２） 事業所の目的    利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話や機能回

復訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能

の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るこ

と。 

 

（３） 事業所の名称   みさくぼの里デイサービス 

（４） 事業所の所在地  静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家 2356番地の 4 

（５） 電話番号      ０５３－９８２－１２４８ 

（６） 事業所長（管理者）  施設長 竹内真一 

 

（７） 当事業所の運営方針 利用者にとって必要なサービスを利用者自身に選択していただ

き、個人のプライバシーをできるだけ保持し、生活の自立のため

援助を心がけることを基本とします。また、個人別介護予防通所

介護計画書を作成し、個別処遇を図ります。 

 

（８） 開設年月      平成１８年４月１日 

（９） 利用定員           ３０人 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１） 通常の事業の実施地域  天竜区水窪町、佐久間町 

（２） 営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（但し 1月 1日、2日は除く。） 

受付時間 月～土   8時００分～17時 00分 

サービス提供時間 月～土   ８時５５分～1６時１0分（但し 12月 31日は 13時 00分） 

 

4．職員の配置状況 

  当事業所では、ご利用者に対して指定介護予防通所介護サービスを提供する職員として、以

下の職種の職員を配置しています。 
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<主な職員の配置状況>  （令和３年４月 1日現在）+ 

職種 配置数 指定基準 

１． 管理者 １名 １名以上 

２． 介護職員 ６名 ４名以上 

３． 生活相談員 ２名 １名以上 

４． 看護職員 １名 １名以上 

５． 機能訓練指導員 1名（看護師兼務） １名以上 

 

 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における

常勤職員の所定勤務時間数（例：週 40時間）で除した数です。 

 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

1.生活相談員・介護職員 勤務時間   ８：００～１７：００ 

２． 看護職員 勤務時間   ８：００～１７：００ 

３． 機能訓練指導員 勤務時間 （看護職員兼任） 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険介護予防から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１） 介護保険介護予防給付の対象となるサービス（契約書第 4条参照） 

 以下のサービスについては、利用料金の７割・８割または９割が介護保険介護予防から給付さ

れます。  

 

<サービスの概要>   

① 基本介護サービス（食事介助、排泄介助、移動介助など） 

日常生活を営むうえで、介助の必要な動作については適切な介助をさせて頂きます。 
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<サービス利用料金（１回あたり）>（契約書第 7条参照） 

 下記の料金表によって、ご利用者の要支援度に応じたサービス利用料金から介護保険介護予

防給付費額を除いた金額（自己負担額・月額）をお支払い下さい。（上記サービスの利用料金

は、ご利用者の要支援度に応じて異なります。） 

① 共通的サービス費 

    要 支 援 度 事業対象者 要支援１   要 支 援 ２ 

１．共通的サービス費 １．７９８単位 ① １．７９８単位 

  ② ３．６２１単位 

２．サービス提供体制強化加算Ⅲ    ２４単位 ①    ２４単位 

  ②    ４８単位 

３．料金（１ヶ月あたり） １９，９４５円 ①  １９，９４５円 

  ②  ４０，１７４円 

４．介護保険介護予防給付額(9割) １６，７１８円 ①  １７，９５０円 

  ②  ３６，１５６円 

５．自己負担額(１割・月額)  １，９９５円 ③   １，９９５円 

  ③   ４，０１８円 

 

 

※ ①週１回程度の利用の場合 ②週１回程度を超える利用の場合となります。 

※ 浜松市は地域区分が「７級地」であるため、上記の単位数に１０．１４円を乗じた金額の１割・２

割または３割が自己負担となります。 

※ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）：介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年

数 3年以上のものの占める割合が 100分の 30以上であること。 

※ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）：当事業所は、介護保険法で定める介護職員処遇改善加算

対象事業所になっていますので、上記１，２，の単位数に９．０％を加算させていただきます。 

 

☆ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん

お支払いいただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険介護

場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が介護保険介護予防給付の申請

を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆ご利用者に提供する食事の提供に係る費用は別途いただきます。（下記（２）①参照） 
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☆介護保険介護予防給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担

額を変更します。 

 

（２） 介護保険介護予防給付の対象とならないサービス（契約書第 5条、第 7条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

<サービスの概要と利用料金> 

   ① 食事の提供 

事業所では、ご利用者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としていま

す。 

（食事時間）１２：００～１３：００  料金：1回あたり４６０円 

          

② 材料費  １００円 

利用者の希望により行事や趣味活動に参加していただいています。 

その際の材料代等の実費をいただきます。 

③ 複写物の交付 

ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とす

る場合には実費をご負担いただきます 

1枚につき   １０円 

 

④ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等の日常生活に要する費用でご利用者に負担いただことが適当

であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

ただし、ご持参いただく場合、費用のご負担はありません。 

おむつ代：単価＝１枚当たり単価×実使用枚数＝請求額 

 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあり

ます。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までにご説

明します。 

 

⑤ 通常の事業の実施地域を越えて行う場合の交通費 

   自動車を使用した場合は、通常実施地域を超えるところから片道 1kmあたり 40円 

   で積算した額を交通費として徴収します。 

（３） 利用料金のお支払い方法（契約書第 7条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、以下のいずれかの方

法でお支払い下さい。 
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下記アの方法でお支払いの場合は、翌月 20日までにお支払い下さい。 

下記イの方法でお支払いの場合は、翌月 25日引き落としとなります。 

ア．下記指定口座への振り込み 

   浜松いわた信用金庫 水窪支店 普通預金 ５００５０４２ 

          口座名義 ﾌｸ） ｾﾝｼﾞｭｶｲ 

               社会福祉法人 千寿会 理事長 原 正昭 

   遠州中央農業共同組合 水窪支店 普通預金 ０００３９７３ 

          口座名義 ﾌｸ） ｾﾝｼﾞｭｶｲ 

               社会福祉法人 千寿会 理事長 原 正昭 

 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし（上記の金融機関） 

 

 

（４） 利用の中止、変更、追加（契約書第 8条参照） 

利用予定日の前に、ご利用者の都合により、介護予防通所介護サービスの利用を中止 

又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には 

サービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期

間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。 

 

6．緊急時等における対応方法  

通所介護を実施中に、ご利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにご

家族、主治医に連絡させていただき、管理者にも報告させていただき、必要な措置をおこな

います。 

 

7.サービスご利用にあたっての留意点 

（１）心身の状況の連絡について 

ご利用者またはご契約は、主治医の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態な

どを、通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供ができるようにご協力く

ださい。 

 

（２）非常災害対策について 

非常災害に際して必要な具体的計画を策定し、ご利用者等の避難、救出訓練の実施等をお

こないます。 

 尚、避難準備情報、避難勧告、避難指示が発表された場合、道路状況の把握やスタッフの確

保など困難が予測されますので、基本的にご家族にお迎えにきていただくことをご了承くださ

い。 
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８．苦情の受付について（契約書第 21条参照） 

（１） 当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 受付担当者 みさくぼの里ケアセンター   片倉さよ子  嶋田幸子 

○ 解決責任者 施設長  伊藤初江 

    ○ 受付時間  毎週月曜日～土曜日 

            ８：００～１７：００ 

また、苦情受付ボックスを受付に設置しています。 

 

（２） 行政機関その他苦情受付機関 

第三者委員 氏名 笹下 日支男 

住所 浜松市天竜区水窪町奥領家３３８２－１ 

電話番号 ０５３‐９８７－０５２３ 

氏名 森本 憲 

住所 浜松市天竜区水窪町奥領家２６２６－１ 

電話番号 ０５３－９８７－１５５４ 

天竜区役所 

   長寿保険課 

所在地  浜松市天竜区二俣町二股４８１ 

電話番号 ０５３－９２２－００６５ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

 

浜松市役所 

健康福祉部介護保険課 

 

所在地  浜松市中区元城町１０３－２ 

電話番号 ０５３－４５７－２９７５ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

 

静岡県国民健康保険団体

連合会 

所在地  静岡市葵区春日２－４－３４（〒420-8558） 

電話番号 ０５４－２５３－５５９０ 

受付時間 ９：００～１７：００ 
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令和  年  月  日 

 

 

指定介護予防通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

 

みさくぼの里デイサービスセンター 

 

説明者職名                氏名                 印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

また、私（利用者及びその家族）の個人情報については、医師やケアマネージャーとの 

連絡、サービス担当者会議など、必要最小限の範囲内で使用することに同意します。 

 

 

利用者住所 浜松市天竜区 

  

   氏名                印 

  

代理人住所  

 

      氏名                印 


